
議案第56号

工事請負契約の変更について

令和７年６月19日いわき市議会定例会及び令和７年11月７日いわき市議会定例

会において議決されたいわき市立内郷第一中学校校舎長寿命化改修工事請負契約

を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金744,898,000円 金907,918,000円

工 期
議会の議決を経た日の翌日から

令和８年７月31日まで

議会の議決を経た日の翌日から

令和９年２月26日まで
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議案第57号

工事請負契約の変更について

いわき市立内郷第一中学校校舎長寿命化改修機械設備工事請負契約を次のとお

り変更するため、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金133,276,000円 金153,406,000円

工 期
令和７年４月18日から

令和８年７月31日まで

令和７年４月18日から

令和９年２月26日まで
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議案第58号

事業委託契約について

ヨークいわきスタジアム照明ＬＥＤ化業務委託を次のとおり契約を締結するた

め、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

１ 契 約 の 目 的 ヨークいわきスタジアム照明ＬＥＤ化業務委託

２ 契 約 の 方 法 随意契約

３ 契 約 金 額 金289,300,000円

４ 期 間 議会の議決を経た日の翌日から

令和８年10月30日まで

５ 契約の相手方 いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171番地

株式会社 ジェイ・ケイ・リアルタイム

代表取締役 木 田 俊
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議案第59号

事業委託契約の変更について

令和６年６月20日いわき市議会定例会及び令和７年12月19日いわき市議会定例

会において議決された常磐線湯本構内湯本こ線橋（人）補修工事委託を次のとお

り変更するため、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

契約内容 変 更 前 変 更 後

契約金額 金215,930,000円 金215,159,329円
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議案第60号

財産取得について

次の財産を取得するため、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

１ 物 件 の 所 在 いわき市山田町上ノ沢34番３ 外37筆

２ 種 別 土地（田、原野、山林）

３ 地 積 56,748.72平方メートル

４ 取 得 価 格 金60,696,933円

５ 取 得 の 目 的 最終処分場整備事業用地

６ 取 得 の 方 法 随意契約

７ 契 約 の 相 手 方

外14名
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議案第61号

市道路線の認定及び変更について

次のとおり市道路線を認定及び変更することについて、道路法（昭和27年法律

第180号）第８条第２項及び第10条第３項の規定により、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之
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路 線 の 認 定
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路線の認定一覧

（平 地区）

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

2773 岸前13号 平下神谷字岸前44-６ 平下神谷字岸前44-４
6.0～
13.0

60.2

2774 十二所１号 平中神谷字十二所74 平中神谷字十二所79-１
4.0～
4.0

71.7

2775 中央台高久97号 中央台高久五丁目２-121 中央台高久五丁目２-35
6.0～
13.0

596.4

2776 中央台高久98号 中央台高久五丁目２-22 中央台高久五丁目２-44
6.0～
13.0

254.6

2777 中央台高久99号 中央台高久五丁目２-81 中央台高久五丁目２-65
6.0～
13.0

31.0

2778 水穴・大内 平幕ノ内字水穴１-72 平中塩字大内29-２（左）
6.0～
8.9

220.3

2779 我會内１号 平幕ノ内字我曾内30-１ 平幕ノ内字我曾内１
6.0～
15.1

205.5

（勿来 地区）

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

1240 塙沢・窪根 山田町塙沢27-１ 山田町窪根２-１
3.5～
16.6

114.6

1241 塙沢・塙２号 山田町塙沢17-１ 山田町塙34
7.9～
16.1

154.5

1242 砂方１号 山田町砂方36-１ 山田町砂方44-３
11.1～
38.9

97.2

（小川 地区）

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

428 下代３号線 小川町高萩字下代38-１ 小川町高萩字下代26-60
6.0～
13.8

151.9
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【認 定】

塩・泉崎線

平第六小学校

二級河川夏井川

2773

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

事由

2773 岸前13号
平下神谷字岸前44-
６

平下神谷字岸前44-
４

6.0～
13.0

60.2
開発行為に伴い築造された道路を認定
するもの。
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【認 定】

2774

塩・泉崎線

平第六小学校

二級河川夏井川

路線

番号
路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）

幅員

（ｍ）

実延長

（ｍ）
事由

2774 十二所１号
平中神谷字十二所
74

平中神谷字十二所
79-１

4.0～
4.0

71.7
市街化区域内の道の拡幅に伴い認定
するもの。
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【認 定】

2775

2776

2777

いわき光洋高等学校

県営いわき公園

荒
神
作
・
勝
負
作
線

路線

番号
路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）

幅員

（ｍ）

実延長

（ｍ）
事由

2775 中央台高久97号
中央台高久五丁目
２-121

中央台高久五丁目
２-35

6.0～
13.0

596.4

2776 中央台高久98号
中央台高久五丁目

２-22

中央台高久五丁目

２-44

6.0～

13.0
254.6

2777 中央台高久99号
中央台高久五丁目

２ 81

中央台高久五丁目

２ 65

6.0～

13.0
31.0

開発行為に伴い築造された道路を認

定するもの。
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【認 定】

2778

2779

平商業高等学校

県営住宅鯨岡団地

路線

番号
路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）

幅員

（ｍ）

実延長

（ｍ）
事由

2778 水穴・大内
平幕ノ内字水穴１-

72

平中塩字大内29-２

（左）

6.0～

8.9
220.3

2779 我會内１号
平幕ノ内字我曾内

30-１

平幕ノ内字我曾内

１

6.0～

15.1
205.5

市営住宅幕ノ内団地の廃止に伴い築

造された道路を認定するもの。

- 181 -



- 182 -



【認 定】

1240
1241

1242

県道いわき上三坂小野線

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

事由

1240 塙沢・窪根 山田町塙沢27-１ 山田町窪根２-１
3.5～
16.6

114.6
小名浜道路建設に伴い築造された道
路を認定するもの。

1241 塙沢・塙２号 山田町塙沢17-１ 山田町塙34
7.9～

16.1
154.5

小名浜道路建設に伴い生じた旧道を

認定するもの。

1242 砂方１号 山田町砂方36-１ 山田町砂方44-３
11.1～
38.9

97.2
小名浜道路建設に伴い築造された道
路を認定するもの。

県
道
い
わ
き
上
三
坂
小
野
線

- 183 -



- 184 -



【認 定】

428

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

事由

428 下代３号線
小川町高萩字下代

38-１

小川町高萩字下代

26-60

6.0～

13.8
151.9

開発行為に伴い築造された道路を認

定するもの。
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路 線 の 変 更
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路線の変更一覧

（平 地区）

路線
番号

路線名（線） 起点（番地先） 終点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

変更前 549 上・石脇 平上神谷字五反町３-２ 平中神谷字道下48
1.2～
5.0

1,154.2

変更後 549 上・石脇 平上神谷字五反町３-２ 平中神谷字大中島36
1.2～
5.0

808.2

変更前 550 五反町・中野町 平塩字虚空蔵44 平中神谷字籠田19
1.8～
4.8

1,358.6

変更後 550 五反町・中野町 平塩字虚空蔵44 平中神谷字遣水48
1.8～
4.8

897.6

（内郷 地区）

路線
番号

路線名（線） 起点（番地先） 終点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

変更前 411 綴町・御厩 内郷綴町榎下62-５ 内郷御厩町川向２-５
4.0～
25.2

2,324.4

変更後 411 綴町・御厩 内郷綴町榎下13-32 内郷御厩町川向２-５
2.0～
25.2

2,474.4

（２級 市道）

路線
番号

路線名（線） 起点（番地先） 終点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

変更前 76 山田・高倉 山田町塙沢24-３ 高倉町札場15
1.6～
8.1

2,949.4

変更後 76 山田・高倉 山田町塙沢17-１ 高倉町札場15
1.6～
25.7

2,880.4
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【変 更】

北部清掃センター

平第六小学校

549

550

変更前
変更後

路線
番号

路線名（線） 起点（番地先） 終点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

事由

変更前 549 上・石脇
平上神谷字五反町
３-２

平中神谷字道下48
1.2～
5.0

1,154.2

変更後 549 上・石脇
平上神谷字五反町
３-２

平中神谷字大中島
36

1.2～
5.0

808.2

変更前 550 五反町・中野町 平塩字虚空蔵44 平中神谷字籠田19
1.8～
4.8

1,358.6

変更後 550 五反町・中野町 平塩字虚空蔵44 平中神谷字遣水48
1.8～
4.8

897.6

農地整備事業（神谷第二地区）に伴う
市道の一部廃止のため、終点位置を変
更するもの。

- 191 -



- 192 -



【変 更】

いわき総合高等学校

変更前
変更後

路線

番号
路線名（線） 起点（番地先） 終点（番地先）

幅員

（ｍ）

実延長

（ｍ）
事由

変更前 411 綴町・御厩 内郷綴町榎下62-５
内郷御厩町川向２-

５

4.0～

25.2
2,324.4

変更後 411 綴町・御厩 内郷綴町榎下13-32
内郷御厩町川向２

５

2.0～

25.2
2,474.4

内郷駅跨線人道橋の整備に伴う市道

の一部延伸のため、起点位置を変更

するもの。

411
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【変 更】

76

県道いわき上三坂小野線

変更前
変更後

路線

番号
路線名（線） 起点（番地先） 終点（番地先）

幅員

（ｍ）

実延長

（ｍ）
事由

変更前 76 山田・高倉 山田町塙沢24 ３ 高倉町札場15
1.6～

8.1
2,949.4

変更後 76 山田・高倉 山田町塙沢17-１ 高倉町札場15
1.6～

25.7
2,880.4

小名浜道路建設に伴う市道のルート

変更のため、起点位置を変更するも

の。

県
道
い
わ
き
上
三
坂
小
野
線
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議案第62号

市道路線の廃止について

次のとおり市道路線を廃止することについて、道路法（昭和27年法律第180

号）第10条第３項の規定により、議会の議決を求める。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之
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路 線 の 廃 止
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路線の廃止一覧

（平 地区）

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

487 寺前・大中島 平中神谷字大沼17 平中神谷字大中島１
1.4～
3.8

530.5

488 舘下・遣水 平中神谷字大沼17 平中神谷字遣水35
1.6～
3.3

691.5

489 八幡目遣水 平中神谷字八幡目66 平中神谷字遣水18
1.5～
3.2

649.6

545 籠田１号 平中神谷字籠田58 平中神谷字籠田47
1.8～
2.2

212.6

546 籠田２号 平中神谷字籠田31 平中神谷字籠田18
1.5～
1.8

257.9

547 北ノ町・中野町 平中神谷字大沼44 平中神谷字清水58
1.5～
2.8

609.6

（常磐 地区）

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

445 南滝・平八作 常磐松久須根町南滝30-１ 常磐松久須根町平八作17
2.8～
3.8

777.0
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【廃 止】

487

547

488

489

546 545

北部清掃センター

平第六小学校

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

事由

487 寺前・大中島 平中神谷字大沼17
平中神谷字大中島
１

1.4～
3.8

530.5

488 舘下・遣水 平中神谷字大沼17 平中神谷字遣水35
1.6～
3.3

691.5

489 八幡目遣水
平中神谷字八幡目
66

平中神谷字遣水18
1.5～
3.2

649.6

545 籠田１号 平中神谷字籠田58 平中神谷字籠田47
1.8～
2.2

212.6

546 籠田２号 平中神谷字籠田31 平中神谷字籠田18
1.5～
1.8

257.9

547 北ノ町・中野町 平中神谷字大沼44 平中神谷字清水58
1.5～
2.8

609.6

農地整備事業（神谷第二地区）に伴い
廃止するもの。
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【廃 止】

上矢田・水野谷線

水道施設設置箇所

445

常磐鹿島工業団地

五安ため池

路線
番号

路線名（線） 起 点（番地先） 終 点（番地先）
幅員
（ｍ）

実延長
（ｍ）

事由

445 南滝・平八作
常磐松久須根町南
滝30-１

常磐松久須根町平
八作17

2.8～
3.8

777.0 水道施設設置に伴い廃止するもの。
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議案第63号

包括外部監査契約の締結に関する件について

包括外部監査契約の締結について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の36第１項の規定により、次のとおり契約を締結するため、議会の議決を求め

る。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

１ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契 約 の 始 期 令和８年４月１日

３ 契 約 金 額 金12,900,000円を上限とする額

４ 費用の支払方法 契約の定めるところによる

５ 契 約 の 相 手 方 住所 いわき市中央台飯野四丁目20番地の６

氏名 鈴 木 俊 彦

資格 公認会計士
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報告第１号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき、議会から

指定されている事項について次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。

令和８年２月19日提出

いわき市長 内 田 広 之

１ 損 害 賠 償 額 金230,254円

２ 事 由 令和８年１月３日、いわき市小名浜字中坪58番地先の市

道船引場・下町線において、道路管理瑕疵により発生し

た物損事故

３ 相 手 方

氏

４ 専決処分年月日 令和８年２月６日
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報告第２号

債権放棄の報告について

いわき市債権管理条例（令和３年条例第３号。以下「条例」という。）第 17 条

第１項の規定に基づき、次のとおり債権を放棄したので、同条第２項の規定によ

り報告する。

令和８年２月 19 日提出

いわき市長 内 田 広 之

１ 債 権 の 名 称 工場等立地奨励金返還金

２ 放棄する金額 金16,460,000円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第４号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 １件

５ 放 棄 年 月 日 令和７年12月12日

１ 債 権 の 名 称 市立病院診療料等

２ 放棄する金額 金51,652,074円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第８号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 768件

５ 放 棄 年 月 日 令和７年12月22日

１ 債 権 の 名 称 水道料金

２ 放棄する金額 金5,783,843円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第８号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 421件
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５ 放 棄 年 月 日 令和７年12月23日

１ 債 権 の 名 称 ＵＩＪターン支援事業移住支援金返還金

２ 放棄する金額 金600,000円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第２号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 １件

５ 放 棄 年 月 日 令和７年12月23日

１ 債 権 の 名 称 母子父子寡婦福祉金貸付金

２ 放棄する金額 金1,176,840円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第２号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 ４件

５ 放 棄 年 月 日 令和７年12月24日

１ 債 権 の 名 称 学校給食納付金

２ 放棄する金額 金105,897円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第８号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 ２件

５ 放 棄 年 月 日 令和８年１月９日

１ 債 権 の 名 称 公営住宅使用料等

２ 放棄する金額 金83,770円

３ 放棄する理由 条例第17条第１項第８号に基づく債権の放棄

４ 放 棄 件 数 ３件

５ 放 棄 年 月 日 令和８年１月13日

※ 権利の相手方については別添調書のとおり
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